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地域課自動車警ら隊運用要領の改正について（通達）

生活安全部地域課自動車警ら隊については、「地域課自動車警ら隊運用要領の改正につい

て」（令和３年３月31日付け大通達甲（警）第９号、（生）第７号）により運用していると

ころであるが、この度、自動車警ら隊員の実務能力の向上を図ることを目的とした研修制度

を新設することに伴い、別添のとおり「地域課自動車警ら隊運用要領」を改正したので、事

務処理上誤りのないようにされたい。

なお、前記通達は、同日付けで廃止する。

（地域課地域企画係）



別添

地域課自動車警ら隊運用要領

第１ 趣旨

この要領は、生活安全部地域課自動車警ら隊（以下「自ら隊」という。）の運用に関し、

地域警察運営規則（昭和44年国家公安委員会規則第５号。以下「規則」という。）及び地

域警察運営細則（平成６年大分県警察本部訓令甲第16号。以下「細則」という。）に定め

るもののほか、必要な事項を定めるものとする。

第２ 運用、任務等

１ 自ら隊の運用

自ら隊は、警ら用無線自動車の機動力を活用して、事件・事故等が多発する地域にお

ける重点的・集中的な運用及び警察署の管轄区域を越えた広域的な運用を図るものとす

る。

２ 自ら隊の任務

自ら隊は、次に掲げる任務を遂行するものとする。

(1) 事件・事故等発生時の初動措置、緊急配備及び検索活動

(2) 犯罪の予防及び検挙

(3) 交通指導取締り

(4) その他生活安全部地域課長（以下「地域課長」という。）が命じた事項

３ 自ら隊が処理する事件・事故等の範囲

前記２に規定する自ら隊の任務のうち、その処理範囲の基準については、別に定める

ものとする。

第３ 活動区域

自ら隊は、大分県内全域において、ブロック単位により活動するものとする。この場合

において、当該活動の区域は、次表の左欄に掲げるブロックに応じ、それぞれ右欄に定め

る警察署の管轄区域とする。ただし、地域課長が必要と認めたときは、この限りでない。

ブロック 活動区域

県央ブロック 大分中央警察署、大分東警察署、大分南警察署及び別府警察署

県北ブロック 杵築日出警察署、国東警察署、豊後高田警察署、宇佐警察署及び

中津警察署

県西ブロック 玖珠警察署及び日田警察署

県南ブロック 竹田警察署、豊後大野警察署、佐伯警察署及び臼杵津久見警察署

第４ 隊長及び副隊長の職務

(1) 自ら隊の隊長（以下「隊長」という。）は、地域課長の指揮を受け、活動区域にお

ける事件・事故等の発生状況等に即して自ら隊を計画的に運用するとともに、自ら隊

に勤務する警察官（以下「隊員」という。）の指揮監督及び指導教養を適切に行うも

のとする。

(2) 自ら隊の副隊長は、前記(1)に規定する隊長の職務について、隊長を補佐するもの

とする。



第５ 隊員による活動の基本等

１ 隊員による活動の基本

隊員は、警察署自動車警ら班の模範となるよう、高度な知識及び技能並びに使命感を

持って任務に当たることを活動の基本とする。

２ 隊員の遵守事項

隊員は、前記第２の２に規定する任務の遂行に当たり、次の事項を遵守すること。

(1) 機動警ら（規則第25条に規定する機動警らをいう。以下同じ。）及び緊急出動に際

しては、関係法令を遵守し、各種事故防止に努めること。

(2) 警ら用無線自動車、無線機器その他の装備資器材を常に点検整備すること。

(3) 発生した事案を確実に把握し、及び分析することにより、事件・事故等の発生状況

に応じた効果的な活動を行うこと。

第６ 勤務種別

隊員は、次に掲げる勤務種別により、前記第２の２に規定する任務を遂行するための活

動に従事するものとする。

(1) 通常基本勤務

ア 機動警ら

イ 待機（規則第26条に規定する待機をいう。）

(2) 特別勤務（細則第３条に規定する特別勤務をいう。）

(3) 転用勤務（細則第４条第１項に規定する転用勤務をいう。）

(4) その他隊長が命じた勤務

第７ 勤務計画

隊長は、自ら隊の活動を効率的に行うため、毎月25日までに翌月の勤務計画を作成し、

地域課長の承認を受けるものとする。

第８ 事件・事故等の引継ぎ等

１ 事件・事故等の引継ぎ

隊員は、事件・事故等を認知したときは、直ちに現場に臨場し、被疑者の逮捕、負傷

者の救護、参考人の確保、現場保存等必要な初動措置を行い、事件・事故等の発生地等

を管轄する警察署の長（以下「所轄署長」という。）に当該事件・事故等を引き継ぐも

のとする。

２ 引継ぎ状況の地域課長への報告

隊員は、被疑者を検挙したときは、当該被疑者の身柄並びに捜査した事件の証拠資料

及び関係記録を所轄署長に引き継ぐとともに、被疑者引渡（事件引継）報告書（第１号

様式）により地域課長に報告するものとする。

第９ 活動報告

１ 機動警らに従事する際の報告

隊員は、機動警らに従事するときは、その活動区域を生活安全部地域課通信指令セン

ター所長に報告するものとする。当該活動区域を離れる場合も同様とする。

２ 活動状況の報告



隊員は、勤務計画、隊長から指示された活動重点等に基づき、地域課長が別に定める

活動日誌を作成し、活動状況及び活動中に取り扱った事項をその都度記録するとともに、

勤務終了後、地域課長に提出するものとする。

３ 月間活動実績の報告

隊長は、月間の活動実績を翌月８日までに地域課長に報告するものとする。

第10 応援派遣

１ 応援派遣の要請及び決定

(1) 警察署長は、次のアからエまでのいずれかに該当する場合で、自ら隊による支援を

必要と認めるときは、自動車警ら隊応援派遣要請書（第２号様式）により、地域課長

に応援派遣を要請するものとする。ただし、急を要するときは、口頭その他の方法に

より応援派遣を要請し、事後速やかに当該派遣要請書を送付するものとする。

ア 事件・事故等が多発した場合

イ 重大な事件・事故等が発生した場合

ウ 大規模イベント等多数の警察官を動員する行事等がある場合

エ その他警察署長が必要と認める場合

(2) 前記(1)の規定による要請を受けた地域課長は、自ら隊の応援派遣を必要と認める

ときは、隊員の中から派遣要員を指定し、当該要請を受けた警察署に派遣するものと

する。

２ 応援派遣期間

応援派遣の期間は、原則として７日以内とする。ただし、地域課長が必要と認めると

きは、当該期間を延長することができるものとする。

３ 応援派遣期間中の隊員の指揮

応援派遣期間中の隊員は、派遣先の警察署長の指揮の下、当該派遣に係る任務に従事

するものする。

第11 実務研修

１ 実務研修の依頼及び決定

(1) 地域課長は、隊員の実務能力の向上のため必要と認めるときは、自動車警ら隊員実

務研修依頼書（第３号様式）により、実務研修を行う警察署の長に隊員による実務研

修の受入れを依頼するものとする。ただし、急を要するときは、口頭その他の方法に

より受入れを依頼し、事後速やかに当該依頼書を送付するものとする。

(2) 前記(1)の規定による依頼を受けた警察署長は、隊員による実務研修の受入れが可

能と認めるときは、原則として、当該研修に係る事件・事故等を担当する警部補の階

級にある警察官を指導員に指定し、当該隊員の実務指導を行わせるものとする。

２ 実務研修内容

実務研修期間中に隊員が行う業務は、当該隊員が検挙等した事件・事故等に係る捜査

その他隊員の実務能力の向上に資するものとして地域課長が認める業務とする。

３ 実務研修期間

実務研修の期間は、原則として14日以内とする。ただし、地域課長が必要と認めると



きは、警察署長と協議の上、30日を超えない範囲内で延長することができるものとする。

４ 実務研修期間中の隊員の指揮

実務研修期間中の隊員は、研修先の警察署長の指揮の下、当該研修に係る任務に従事

するものとする。

第12 運用上の留意事項

１ 相互協力

地域課長は、刑事部刑事企画課機動捜査隊その他の警察部門及び警察署と相互に緊密

に連携し、自ら隊の機能を十分に発揮するよう努めるものとする。

２ 教養及び訓練

隊長は、自ら隊がその機動力を発揮し、効果的な活動ができるようにするため、隊員

に対し、実務能力及び車両運転技能の向上に必要な教養及び訓練を計画的に実施するも

のとする。

第13 委任

この要領に定めるもののほか、自ら隊の運用に関し必要な事項は、生活安全部長が別に

定める。

附 則

この要領は、令和４年７月１日から施行する。



第１号様式

年 月 日

被疑者引渡（事件引継）報告書

引渡（継）署 警察署 引渡（継）者

事 件 名

逮 捕 種 別 現行犯 緊 急 通 常 任 意

逮捕(検挙)日時 年 月 日 午前・午後 時 分

逮捕(検挙)場所

本籍

住所

被 疑 者 氏名 性別

年齢 年 月 日生 （ 歳）

犯歴 認否

犯 罪 事 実

の 概 要

捜 査 経 過 等

引 継 書 類

証 拠 物 件

引 受 者
年 月 日

警察署 係 （TEL ）



第２号様式

第 号

年 月 日

生活安全部地域課長 殿

所 属 長 名

自動車警ら隊応援派遣要請書

派遣要請

理 由

派遣要請人数

・車両台数

派遣要請 自 年 月 日
（ 日間）

期 間 至 年 月 日

任 務

必要装備

備 考

担当者：（係名、氏名及び連絡先）



第３号様式

第 号

年 月 日

警察署長 殿

生活安全部地域課長

自動車警ら隊員実務研修依頼書

隊員が検挙等した事件・事故等に係る捜査

研修依頼 その他地域課長が隊員の実務能力向上に資すると認める業務

理 由 に従事させるため。

階級 階級

氏名 氏名

隊 員 年齢 年齢

拝命年月 拝命年月

実務経歴 実務経歴

研修依頼 自 年 月 日
（ 日間）

期 間 至 年 月 日

（事件名、任務概要等隊員が行う予定の研修（業務）内容を簡記すること。）

研修内容

地域課 （係名）

担 当 者 階級

氏名 連絡先

研修期間を延長した場合の研修終了日（ 年 月 日）

備 考

隊員が３名以上の場合は適宜追記すること。


